
準備書面（31）に関する補足説明 
～函館地裁判決の不当性と本件との関係～ 

2018年5月14日（月） 

東京地方裁判所 

原告訴訟代理人弁護士 中 野  宏 典 
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本日の内容（約20分） 

１ 行政訴訟（被告国）との関係 
 
２ 民事訴訟（被告会社）との関係 
 
３ 司法審査の在り方に関する不当性 
 
４ 審査基準の合理性判断の不当性 
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１ 行政訴訟（被告国）との関係 
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１ 行政訴訟（被告国）との関係 4 

⑴ 基準適合判断の不合理性について判断を行わなかったこと 
 
⑵ 少なくとも行政訴訟においては、その論理はあり得ないこと 
 
⑶ 行政庁の第一次的判断権の尊重について 



１-⑴ 基準適合判断の不合理性について判断を行わなかったこと 5 

基準が不合理であれば具体的危険が認められ得る 



１-⑴ 基準適合判断の不合理性について判断を行わなかったこと 6 

基準適合判断の合理性については判断を回避 



１-⑵ 少なくとも行政訴訟においては、その論理はあり得ないこと 7 

行政事件訴訟法の明文の規定 

行訴法3条5項 不作為の違法確認の訴え 

行訴法3条6項 義務付けの訴え 

行訴法3条7項 差止めの訴え 

「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとし
ている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる
ことを求める訴訟」 

▶ 行政庁の判断の前に、司法が処分の是非を判断できることが当然の前
提となっている。 

行訴法37条の4第5項 

「行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくは
その濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決を
してはならない旨を命ずる判決をする」 

▶ 専門技術的裁量の存在を理由に、司法判断を回避することは許されな
い。 

▶ 少なくとも行政訴訟においては、函館地裁判決の論理は採用できない。 



１-⑶ 行政庁の第一次的判断権の尊重について 8 

「行政庁の第一次的判断権の尊重」の歴史的・実質的根拠 

甲A57 

「何故、このような行政庁の優越的な地位が理論的に認められ得たか」 

「本来法律に違反してまでも行政に円滑性を求めるということは、法治主義の見
地からは理論矛盾」「関係者間に『行政法の適用に当たっては、行政庁こそが本
来最も適切な判断をすることができる』という認識（その意味での行政に対する
信頼感、及びその反面としての、司法及び一般国民に対する不信感）が意識
無意識中に広く支配していたことこそが、大きな原因であったものと考えている。
この認識を最も明確に表しているのが、『行政庁の第一次的判断権の尊重』と
いう考え方」 



１-⑶ 行政庁の第一次的判断権の尊重について 9 

「行政庁の第一次的判断権の尊重」の歴史的・実質的根拠 

「（行政庁への）信頼感は、元を辿れば、ドイツ公法学とりわけグナイスト流のプ
ロイセン型法治国家観にそのモデルを見ることができるが、この考え方は、もとも
と『中立にして公正な公益実現者であるところの行政』という行政官僚への信頼
に基づくものであって、…（略）…ドイツの場合には、少なくともボン基本法の
成立と共に、こういった考え方はもはや通用し得なくなって」いる。 

「こういったシステム及びその前提となる考え方を根本的に考え直して、新たな『こ
の国の形』を構築しようというのが、例えば、行政改革会議の最終報告に現れ
た行政改革の理念であった」「同様にして、法律の解釈・適用という機能につい
ても、対司法権との関係において、行政官僚に対する先のような信頼感はひとま
ず白紙に戻して、制度の再構築が試みられなければならない」 

 

こういった考え方を踏まえてなされたのが平成16年の行政事件訴訟法改正。 



１-⑶ 行政庁の第一次的判断権の尊重について 10 

原子力行政において、行政に対する信頼感は存在するか 

「現実に未曽有の事故を経験したわが国固有のコンテクストからすると、原子力
行政はいまだ信頼を回復するには至っていないという厳しい認識が必要である」 

「原子力行政は、文字通り取り返しのつかない失敗をしたばかりであり、…
（略）…どこまで安全性を純粋に追求し続けられるのかについては率直にいって
覚束ないところがある。いつの間にか新たな『安全神話』が作られないとも限ら」
ない。 

「行政当局に対する健全な警戒心を失ってはならず、それは福島第一原発事故
の最も重要な教訓」「権力分立構造のもとで裁判所の役割が相対的に重要度
を増すことになる」 

甲A58 



２ 民事訴訟（被告会社）との関係 
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２ 民事訴訟（被告会社）との関係 12 

⑴ 本案と仮処分とを混同していること 
 
⑵ 函館地裁判決の現実的不都合性 
 
⑶ 原発に求められる安全性の程度 



２-⑴ 本案と仮処分とを混同していること 13 

本案には、仮処分のような「保全の必要性」という要件はない 

民事差止訴訟の審理の対象は「事業者が設置・運転しようとしている原発につ
いて、それがそのとおりに設置・運転された場合に、周辺住民らの生命、身体等を
侵害する可能性があるか否か」のはず。 

 

行政判断が介在するか否かは直接的には無関係。 

 

保全の必要性＝本執行を待っていたのでは、債権者の法的地位が危うくなるお
それが存在すること。 

 

函館地裁判決は、これを「人格権侵害の具体的危険」という要件の中に読み込
み、処分がなされていない時点では具体的危険がないと判断している。 



▶行政庁の処分前に司法判断によって差止めを認める場合の不都合性 

  後述するように、専門技術的裁量を認めることとは矛盾しない。 

  事業者が被る不利益は、申請の段階で安全性を欠いている以上やむをえ
ないし、請求意義の訴え等によって回避も可能。 

 

  不都合性は存在しないか、存在するとしてもわずか。 

２-⑵ 函館地裁判決の現実的不都合性 14 

処分がなされてから訴訟を提起しても間に合わない 

▶函館地裁判決の枠組みに従った場合の不都合性 

  函館地裁の審理期間：提訴H22.7～判決H30.3 

  川内原発の許可から稼働までの期間：許可H26.9～稼働H27.7 

  高浜原発の許可から稼働までの期間：許可H27.2～稼働H28.1 

  伊方原発の許可から稼働までの期間：許可H27.7～稼働H28.8 

 

  許可が出てから訴訟を提起しても、稼働前に差し止めることは不可能となり、
人格権侵害を回避できないという重大な不都合性が存在する。 



２-⑶ 原発に求められる安全性の程度 15 

ⅰ 専門技術的裁量が及ぶ範囲 
 
ⅱ 自然科学的領域と人文・社会科学的領域との峻別 
 
ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 



２-⑶-ⅰ 専門技術的裁量が及ぶ範囲 16 

固い科学観と科学の不定性 

×固い科学観…科学とは確実なものであって、常に厳密に正解を導き出せるも
のであるという科学観。 

○科学の不定性…科学は試行錯誤する。科学的に明確な答えが得られず、科
学者ごとに正しいと思う答えが異なることもあり得る。 

何が起こるのかが 
定まっている 

何が起こるのかが 
定まっていない 

発生確率について 
定まっている リスク 多義性 

発生確率について 
定まっていない 不確実性 無知 

（Andy Stirlingの不定性のマトリックス） 

問題意識…行政庁の専門技術的裁量を尊重した結果が福島第一原発事故 

▶原子力に試行錯誤は許される？⇐「深刻な災害を万が一にも起こさない」 



２-⑶-ⅰ 専門技術的裁量が及ぶ範囲 17 

トランス＝サイエンス 

自然科学的領域 人文・社会科学的領域 

どのようなリスクがあるのか 
リスクはどの程度あるのか 
←これ自体に不確実性 

そのリスクを社会として受け入れるか 

物理学、化学、統計学など 社会学、哲学、法学など 

専門技術的裁量による判断 専門技術的裁量はある？ 

「踏み越え」としての工学的判断 

工学的判断＝踏み越え 

科学的合理性 社会的合理性 
専門技術的裁量による判断？ 

科学的合理性 社会的合理性 



２-⑶-ⅱ 自然科学的領域と人文・社会科学的領域との峻別 18 

刑事責任能力判断における領域の峻別の例 

甲A63 



２-⑶-ⅱ 自然科学的領域と人文・社会科学的領域との峻別 19 

刑事責任能力判断における領域の峻別の例 

自然科学的領域 人文・社会科学的領域 

医学 法学 

甲A63 

疾病診断（医学的判断）と 
責任能力評価（法的結論）が 
直結している 



２-⑶-ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 20 

国民の意識（NHKの世論調査） 



２-⑶-ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 21 

国民の意識（NHKの世論調査） 



２-⑶-ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 22 

国民の意識（NHKの世論調査） 



２-⑶-ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 23 

国民の意識（NHKの世論調査） 



２-⑶-ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 24 

川内原発の 
再稼働（2014） 

高浜原発の 
再稼働（2015） 

安全だから 
賛成 

32%×4％ 

＝1.28％ 
37.7%×12.3% 

=4.64% 

安全じゃないから 
反対 

57%×42% 

=23.94% 
57.1%×45.2% 

=25.81% 

▶ 「社会通念」はどこにあるのか 

→裁判所は、これまでの訴訟で、「どんなに必要でも安全を下げることは許されな
い」と判断し続けてきた。「安全に不安がある」というのは大多数の国民の共通
認識なのだから、どんなに必要でも止めるべき。 

国民の意識（NHKの世論調査） 



２-⑶-ⅲ 「社会的合理性」を推認させる一事情‐世論調査 25 

国民の意識（NHKの世論調査） 



３ 司法審査の在り方に関する不当性 
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３ 司法審査の在り方に関する不当性 27 

⑴ 立証責任‐2段階構成の不合理性 
 
⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 
 
⑶ 安全性の程度②‐国際基準への適合判断の不合理性 



３-⑴ 立証責任‐2段階構成の不合理性 28 

1段階構成（宮崎支部決定や広島高裁決定） 

① まず、事業者が、 
  ⅰ 基準が不合理でないこと 
  ⅱ 行政庁の判断に不合理な点のないこと 
 を立証する。 

人格権侵害の具体的危険
が推認される 

立証に失敗 立証に成功 

人格権侵害の具体的危険
なし 

簡単に認められてしまうとあまり意味がない 
→安全性の程度の問題 



３-⑴ 立証責任‐2段階構成の不合理性 29 

2段階構成（函館地裁判決） 

① まず、事業者が、 
  ⅰ 基準が不合理でないこと 
 （ⅱ 行政庁の判断に不合理な点のないこと） 
 を立証する。 

人格権侵害の具体的危険
が推認される 

立証に失敗 立証に成功 

② 住民側が、基準が不合理であること
（国際基準を満たしていないこと）を
立証する。 

合理的かどうかは、「国際基準からみて、 
災害の防止を図る上で合理的か否か」という基準 

従来は、「社会通念」によって 
安易・恣意的に認められてきた 

▶ 事業者の立証する「基準が不合理でないこと」と住民側が立証する「基準が
不合理であること」とは同じ内容→住民側が②を立証することは論理的に不可
能。 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 30 

住民側のいう「高度な安全性」は、内容が不明確？ 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 31 

住民側は具体的な判断枠組みを提示していた 

▶原告ら最終準備書面（その３）～司法審査の在り方～ 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 32 

住民側は具体的な判断枠組みを提示していた 

過去に一度もこのような判断はなされてこ
なかったのだから、本件でもなされない蓋
然性が高い。 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 33 

高度な安全性は絶対的安全性とはイコールではない 

甲A50・p4 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 34 

多くの裁判例で「高度な安全性」が認定されている 

▶京都地裁平成30年3月15日判決（損害賠償事件）※要旨 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 35 

多くの裁判例で「高度な安全性」が認定されている 

▶京都地裁平成30年3月15日判決（損害賠償事件）※判決書本文 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 36 

多くの裁判例で「高度な安全性」が認定されている 

▶川内原発に関する鹿児島地裁平成27年4月22日決定 



３-⑵ 安全性の程度①‐住民側の主張を曲解したこと 37 

多くの裁判例で「高度な安全性」が認定されている 

▶川内原発に関する鹿児島地裁平成27年4月22日決定 



３-⑶ 安全性の程度②‐国際基準への適合判断の不合理性 38 

外形的・表面的な字句や枠組みが整合しているだけでは足りないこと 

▶ 「確立された国際的な基準」を判断基準としたことは、それまでの曖昧不明確
だった「社会通念」に比べれば、一定の前進と評価できる。 

▶ しかし、外形的・表面的な字句や枠組みが整合しているかどうかだけを判断
するのでは意味がない。 

▶ ●「何が確立された国際的な基準なのか」 

 ●「その基準が定められている趣旨や目的は何なのか」 

  を明らかにし、それに照らして適合性を判断しなければならない。 

  少なくとも、裁判所は、事前に争点整理を行い、どのような国際基準のどの条
文が問題となるのか、争点を明らかにしておかなければならないはず。 



３-⑶ 安全性の程度②‐国際基準への適合判断の不合理性 39 

国際基準への根本的な不適合を無視したこと 

▶確立された国際的な基準における安全性の程度（例えば火山） 

▶ 函館地裁判決は、このような根本的な不適合を無視し、安易に「国際基準
に適合している」としたもの。否定し難い住民側の主張を曲解したもので、実際
には、全く住民側の主張を排斥できていない。 



４ 審査基準の合理性判断の不当性 

40 



４ 審査基準の合理性判断の不当性 41 

⑴ 判断の欠落があまりにも多いこと 
 
⑵ 基本的に住民側の主張を曲解して判断していること 
 
⑶ 自ら定立した規範に全く当てはめていないこと 



４-⑴ 判断の欠落があまりにも多いこと 42 

最終準備書面大部分を無視 

▶原告ら最終準備書面（その７）～火山事象に対する安全性の欠如～ 

無視 

無視 



４-⑵ 基本的に住民側の主張を曲解して判断していること 43 

ⅰ 「原告らの主張②」について 
 
ⅱ 「原告らの主張③」について 
 



４-⑵-ⅰ 「原告らの主張②」について 44 

函館地裁判決の内容 

▶ 住民側の主張 

火山ガイド「完新世に活動をしていない火山について、最後の活動終了から
の期間が過去の最大休止期間より長いなど将来の活動可能性
がないと判断できる場合に個別評価の対象外としている」 

SSG-21「過去200万年間の噴火記録は一般に活動可能性がある」 

→火山ガイドはSSG-21に反する。 

▶ 判示の内容 

 SSG‐21は、一般論として、過去200万年間の噴火記録が将来の活動可
能性があることを示すことを指摘するにとどまり、この場合に地質データを評価
して、将来噴火する可能性を持つかどうかを判断することを推奨しており、また、
決定論的手法も許容しているから、直ちにSSG-21に反するとはいえない。 



４-⑵-ⅰ 「原告らの主張②」について 45 

本当の住民側の主張 

▶SSG-21 

▶火山ガイド 



４-⑵-ⅰ 「原告らの主張②」について 46 

本当の住民側の主張 

200万年 500万年 1000万年 1万年 

完新世 更新世 

258万8000年 

火 
山 
ガ 
イ 
ド 銭亀カルデラ 

I 
A 
E 
A 

①スケール感が全く違う 
②「終息した」として将来の活
動可能性を否定する手法が
過度に緩やか 
⇒「確立された国際的な基
準」を踏まえていない 

▶ 第四紀学の権威である町田洋・東京都立大学名誉教授の陳述書 

「少なくとも後期更新世以降、すなわち12万5000年前以降に1回でも活動した
ことが明らかな火山は、将来活動する可能性があると考えるべき」 

甲D103・p5 



４-⑵-ⅰ 「原告らの主張②」について 47 

「決定論的手法を許容している」？？ 

▶火山ガイドの決定論 



４-⑵-ⅰ 「原告らの主張②」について 48 

「決定論的手法を許容している」？？ 

▶SSG-21の決定論 

→ 安易に、外形的・表面的に「決定論的手法を採用している」といってもナンセ
ンス。その中身には雲泥の開きがあり、その違いこそ、住民側が問題としていた
点であるにもかかわらず、これを完全に無視。 



４-⑵-ⅱ 「原告らの主張③」について 49 

函館地裁判決の内容 

▶ 住民側の主張 

火山ガイド「例えば8万年前と5万年前の2回しか活動していない火山は、無
条件に将来の活動可能性が否定されることになる」 

→火山ガイドは不合理。 

▶ 判示の内容 

 火山ガイドは、単に最後の活動終了からの期間と過去の最大休止期間の
比較からのみ将来の活動可能性を判断するとしているわけではなく、これに加
え、噴火状況を示す階段ダイヤグラムから火山活動終息の傾向が顕著といえ
ることをも要件としているから、原告が指摘するケースにおいて当然に将来の
活動可能性が否定されるものではなく、その当否は具体的な調査審議の当
否に帰着する。 
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本当の住民側の主張 
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本当の住民側の主張 

終息傾向？ 

13 
10 

8 5 万年前 

㎦ 

▶ 火山ガイドに従えば、 

  ⅰ） 終息傾向○ 

  ⅱ） 最大休止期間＜最後の活動終了からの期間 

  で、活動可能性を否定できる余地がある。 

▶ SSG-21に従えば、 

  ⅰ） 前期更新世よりも古い時期の活動 × 

  ⅱ） 類似した火山の最大休止期間を調査していない × 

  で、活動可能性を否定する余地はない。 
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函館地裁判決の内容 

▶ 住民側の主張 

火山ガイド「例えば8万年前と5万年前の2回しか活動していない火山は、無
条件に将来の活動可能性が否定されることになる」 

→火山ガイドは不合理。 

▶ 判示の内容 

 火山ガイドは、単に最後の活動終了からの期間と過去の最大休止期間の
比較からのみ将来の活動可能性を判断するとしているわけではなく、これに加
え、噴火状況を示す階段ダイヤグラムから火山活動終息の傾向が顕著といえ
ることをも要件としているから、原告が指摘するケースにおいて当然に将来の
活動可能性が否定されるものではなく、その当否は具体的な調査審議の当
否に帰着する。 
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「具体的な調査審議の当否に帰着」→するとどうなる？ 

完新世 更新世 

▶ たった1回のカルデラ噴火、
しかも3.3万年前の噴火につ
いて、「終息する傾向が顕著」
などとは到底いえない。 

▶ ちなみに、IAEA基準では、
この図のずっと左側「前期更
新世」に基準がある。 



４-⑶ 自ら定立した規範に全く当てはめていないこと 54 

事業者の立証が尽くされたか否かについて全く判断していない 

▶ 函館地裁決定の判断構造は、 

  ⑴ 関連する規制基準の概要 

  ⑵ IAEA安全基準 

  ⑶ 原告らの主張について 

という3段構造。自らが定立した規範である「事業者において、安全審査で用
いる具体的審査基準の合理性を、相当の根拠、資料に基づき主張立証する
必要がある」というものに対するあてはめが全く存在しない。 

 →法律論の基礎中の基礎である三段論法ができていない。 

    なぜか？ 

 事業者は、具体的審査基準が国際基準に照らして合理的であるなどという
主張立証をまともに行ってこなかったから。 

▶ この枠組みを用いるのならば、裁判所は、事業者に対し、具体的審査基準
が、どのような国際基準の、どのような考え方と整合するのか、明確に訴訟指
揮を行い、これに対する住民側の噛み合った反証を促して、適切に争点整理を
行うべきである。 


